
　　広報資料取扱副主任：　岡　宗典

　■添付文書

・令和６年度組織機構の見直しについて（概要）

・令和６年度組織機構図

【市長定例記者会見】

　　令和６年４月１日から組織機構が変わります！
　社会状況の複雑な変化や、多様化・高度化する市民ニーズを踏まえ、本市が目指すべき

都市像を実現するために、効率的・効果的な組織体制の見直しを実施します。

   高松市 Press Release 令和5年11月22日

　　電話：

（本発表のお問い合わせ先）
　人事課行政改革推進室

839-2160

「衛生センター」の廃止 ▶
衛生センターの運転維持管理業務を、令和６年度から包括的民間

業務委託するため

「政策局」の新設 ▶ 全庁横断的な政策立案機能及び企画調整機能の強化を図るため

「市民局」の新設
　※「市民政策局」の廃止

▶
地域社会の課題解決に向けた取組や施策の更なる充実と機能強

化を図るため

「地域共生社会推進課」の新設
　※「健康福祉総務課」と「地域共生社会推進室」

　　の統合

▶
地域共生社会の実現に向けて、地域福祉業務と地域共生社会関

連業務の連動した取組の更なる充実を図るため

「人権・男女共同参画推進課」の新設

 ※「男女共同参画・協働推進課」と「人権啓発課」

      の統合

▶

男女共同参画社会の推進や性的少数者への理解促進を始めとす

る多様性に係る課題への取組を、様々な人権課題に関する啓発活

動等と併せ、総合的に推進するため

▶

▶

▶

「広報シティプロモーション課」の新設
　※「広聴広報課(総務局)」の廃止

環境局

市全体のシティプロモーションを統括し、分野横断的に推進するため

「東京事務所」の新設 東京圏における官民連携やシティプロモーションを強化するため

健康福祉局

局の再編

政策局

市民局

地域コミュニティによる自主的・自立的なまちづくりや、市民や市民活

動団体等の多様な主体との協働によるまちづくりをこれまで以上に推

進するため

「地域活力推進室」の新設
　※「移住・定住促進室」の廃止

人口減少対策、関係人口の創出・拡大、離島の振興などを一体的

に推進するため

「秘書課」の移管
市政情報や市の魅力を発信する業務と一体的に取り組み、政策局

としての機能強化を図るため

「協働コミュニティ推進課」の新設
　※「コミュニティ推進課」と「地域振興課」の統合

　※「男女共同参画・協働推進課」所管の市民協働

　　　業務の移管

「地域政策部」から「地域協働部」へ

名称変更

▶

▶



令和６年度 組織機構の見直しについて（概要） 

 

１ 実施時期 

令和６年４月１日 
 

２ 見直しの基本方針 

本市を取り巻く社会情勢の変化や、多様化・高度化する市民ニーズを踏まえ、次期総合計画にお

いて本市が目指すべき都市像を実現していくために、効率的・効果的な組織体制の見直しを実施する。 
 

３ 見直しの内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

全庁横断的な政策立案機能及び企画調整機能の強化を図るとともに、迅速な政策決定を実行

するための効果的かつ効率的な執行体制とするため、「市民政策局」から政策部門を分離して、局を

再編し、先導的組織として「政策局」を新設する。 

また、コミュニティ支援を始めとする地域社会の課題解決に向けた取組や施策の更なる充実と機能

強化を図るため、「市民政策局」を廃止し、市民生活に直結した組織として、「市民局」を新設する。 

 
 

 

国内外に向けて、効果的なシティプロモーションを展開するなど、市全体のシティプロモーションを統括

し、分野横断的に推進するため、政策局内に「広報シティプロモーション課」を新設する。 

また、情報発信メディアとの連携を図るため、総務局内の「広聴広報課」所管業務を同課へ移管し、

「広聴広報課」を廃止する。 
 

 

東京圏における官民連携やシティプロモーションを強化する拠点として、政策課内に本市独自の 

「東京事務所」を新設する。 
 

  

人口減少対策、関係人口の創出・拡大、離島の振興などを一体的に推進するため、「移住・定住

促進室」を廃止し、政策課内に「地域活力推進室」を新設する。 
  

 

(1) 「政策局」及び「市民局」の新設、「市民政策局」の廃止 

(2) 「広報シティプロモーション課」の新設、「広聴広報課」の廃止 

(3) 「東京事務所」の新設 

(4) 「地域活力推進室」の新設、「移住・定住促進室」の廃止 

局の再編 

政策局 

政策局 

政策局 



 

  市政情報や市の魅力を発信する広報シティプロモーション業務と秘書業務を一体的に取り組むとと

もに、先導的な役割を担う政策局としての機能強化を図るため、総務局内の「秘書課」を政策局へ

移管する。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地域コミュニティによる自主的・自立的なまちづくりを更に推進するため、「コミュニティ推進課」と「地域

振興課」を統合し、「協働コミュニティ推進課」を新設する。 

また、市民や市民活動団体を始めとする多様な主体との協働によるまちづくりをこれまで以上に推進

するため、「男女共同参画・協働推進課」所管の市民協働業務を同課内に移管する。 

なお、この統合に伴い、「地域政策部」を「地域協働部」に名称を変更する。 
 

   

男女共同参画社会の推進、ＬＧＢＴなど性的少数者への理解促進を始めとする社会を取り巻く

多様性に係る課題への取組を、様々な人権課題に関する啓発活動等と併せ、総合的に推進するた

め、「男女共同参画・協働推進課」と「人権啓発課」を統合し、「人権・男女共同参画推進課」を

新設する。 

 

 

 

 

(6) 「協働コミュニティ推進課」の新設 

(5) 「秘書課」の移管 政策局 

(7) 「人権・男女共同参画推進課」の新設 

市民局 

市民局 



 
 

地域共生社会の実現に向けて、地域福祉業務と地域共生社会関連業務の連動した取組の

更なる充実を図るため、「健康福祉総務課」と同課内の「地域共生社会推進室」を統合し、 

「地域共生社会推進課」を新設する。 
 

 
 

衛生センターの運転維持管理業務を、令和６年度から包括的民間業務委託することに伴い、

「衛生センター」を廃止する。なお、し尿関係業務は「環境業務課」に移管する。 
 

４ 組織数の増減 

    R５.４.１ ： １１局 ８部 １０５課 ２３課内室 

    R６.４.１ ： １２局 ８部 １０２課 ２２課内室 

 （内訳） 

区分 増 減 差引 

局 ＋2 
政策局 

市民局 
ー1 市民政策局 ＋1 

部 ー 地域協働部 ※名称変更 ー 地域政策部 ※名称変更 ー 

課 ＋4 

広報シティプロモーション課 

協働コミュニティ推進課 

人権・男女共同参画推進課 

地域共生社会推進課 

ー7 

コミュニティ推進課 

地域振興課 

男女共同参画・協働推進課 

人権啓発課 

広聴広報課 

健康福祉総務課 

衛生センター 

ー3 

室 ＋1 政策課 地域活力推進室 ー2 
政策課 移住・定住促進室 

健康福祉総務課 地域共生社会推進室 
－1 

 

(8) 「地域共生社会推進課」の新設 

(9) 「衛生センター」の廃止 

健康福祉局 

環境局 



令和６年度　高　松　市　組　織　機　構　図

１部１１課１室

◎ 政策課 ◎総務課 財政課  地域協働部 ◎ 地域共生社会推進課 ◎環境総務課 産業経済部 ◎都市計画課 出納室 ◎総務課
《地域活力推進室》 ◎ 協働コミュニティ ◎産業振興課 《住宅・まちづくり 《学校施設整備室》

 [東京事務所] コンプライアンス推進課 ◎契約監理課 推進課 国保・高齢者医療課 ゼロカーボンシティ推進課 　　 推進室》

《技術検査室》 企業立地推進課 《デジタル社会基盤 学校教育課

秘書課 人事課 牟礼総合センター 福祉事務所 環境指導課 　　 整備室》

《行政改革推進室》 財産経営課 障がい福祉課 《適正処理対策室》 農林水産課 保健体育課

広報ｼﾃｨﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝ課 《ファシリティマネジメント 山田総合センター 交通政策課

　　　 危機管理課 推進室》 生活福祉課 環境業務課 土地改良課 生涯学習課

税務部 仏生山総合センター 《地籍調査室》 道路管理課

デジタル推進部 納税課 長寿福祉部 環境施設対策課 人権教育課

デジタル戦略課 《債権回収室》 香川総合センター 長寿福祉課 競輪場事業課 道路整備課
※福祉事務所所属 南部クリーンセンター 《施設整備室》 《用地室》 中央図書館

情報マネジメント課 市民税課 勝賀総合センター 介護保険課

西部クリーンセンター 市場管理課 河港課 総合教育センター

資産税課 国分寺総合センター 地域包括支援センター 《施設整備室》 《水路対策調整室》 《ICT教育推進室》

人権・男女共同参画 こども未来部 文化・観光・スポーツ部 建築指導課 高松第一高等学校

推進課 子育て支援課 観光交流課
※福祉事務所所属 《観光エリア 公園緑地課

くらし安全安心課 こども女性相談課 　　　　振興室》

※福祉事務所所属 《都市交流室》 南部土木センター

市民やすらぎ課 こども家庭課
※福祉事務所所属 文化芸術振興課 建築課

市民課 こども保育教育課
《市民サービスセンター》 《施設対策室》 文化財課 市営住宅課

《運営支援室》

スポーツ振興課 下水道部

こども未来館 下水道経営課

美術館美術課

保健所 下水道業務課

保健医療政策課

下水道整備課

感染症対策課

下水道施設課

生活衛生課

健康づくり推進課

◎総務課 みんなの病院 監査課 選挙課 農政課 総務調査課

予防課 事務局 議事課

消防防災課 ◎経営企画課

情報指令課 総務課

北消防署 医事課

南消防署 《情報管理室》

東消防署

西消防署

三木消防署 塩江分院

事務局
《附属医療施設整備室》

令和　6年　４月　１日　１2局　８部　１０2課　２２室

　凡例　　《　》：課内室　　◎：幹事課　　[　]：課内室以外

市　　　長 教育委員会

副市長（危機管理監） 副市長 教育長

政策局 総務局 財政局 市民局 健康福祉局 環境局 創造都市推進局 都市整備局 会計管理者 教育局

３課　１室 １部　６課　１室 １部　６課　３室 ２部　１６課　2室 7課　１室 ２部　１１課　５室 1部　１４課　４室 １課 ８課　２室

病院事業管理者 監査委員 選挙管理委員会 農業委員会 市議会

１課

消防局 病院局 事務局 事務局 事務局 事務局

医療局、薬剤局
医療技術局、看護局

医療局、看護局

公平委員会

９課 ４課　２室 １課 １課 １課 ２課



　　広報資料取扱主任：　吉田　幸弘

　本市では、本市の認知度の向上とシビックプライドの醸成を目的として、官民連携を図りながら、

シティプロモーション事業を展開しているところです。

　この度、本市のシティプロモーションを総合的、具体的にプロデュースしていただくため、本市シ

ティプロモーションプロデューサーとして、本市出身の音楽プロデューサーである、塚田　良平氏に

委嘱いたします。

　なお、次の日程で、高松市シティプロモーションプロデューサー委嘱式を開催いたします。

　

　【委嘱式の概要】

　　○日　時：令和５年１１月２８日（火）９時～

　　○場　所：高松市役所４階　市長応接室

　　○参加者：高松市長

　　　　　　　塚田良平氏

　

【市長定例記者会見】

高松市シティプロモーションプロデューサーの委嘱について

   高松市 Press Release 令和5年11月22日

　　電話：

（本発表のお問い合わせ先）
　政策課

087-839-2135

【経歴】

○高松市出身

○東京藝術大学音楽学部卒業

【職業】

○音楽プロデューサー

○イベントプロデューサー

○ヴォーカリスト

○ヴォーカルトレーナー

【役職等】

○株式会社CONTEZZA代表取締役

○名古屋音楽大学特任准教授

○洗足学園音楽大学非常勤講師

○新香川県立体育館整備にかかるアドバイザー

(平成２９年８月１日～令和３年３月３１日)  

○EXPG STUDIO(EXILE PROFESSIONAL GYM)講師

○ホリプロインプルーヴメントアカデミー講師

○ワタナベエンターテイメントカレッジ講師

○株式会社NAVYエグゼクティヴプロデューサー

塚田 良平 氏
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